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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正の施行について（お知ら

せ） 

 

本日，「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（以下「犯収法施行規則」

という。）の一部を改正する命令（平成 30 年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生

労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第３号）」が施行されましたので，お

知らせいたします（平成 30 年 11 月 30 日施行分（平成 30 年 11 月 30 日付日司連発第

1625 号参照）を除く。）。 

本改正の施行により導入・変更される顧客等の本人特定事項に関する新たな確認方

法の概要は下記のとおりですので，貴会会員にご周知くださるようお願いいたします。 

なお，司法書士の本人確認等は，本改正を含む関係法令を遵守しつつ，引き続き各

司法書士会が定める「依頼者等の本人確認等に関する規程」等に基づき適正に実施す

る必要がありますので，併せてご周知くださるようお願いいたします。 

 

記 

 

１．本人確認書類の原本又は本人確認情報等により確認する次の方法（犯収法施行規則第

６条第１項第１号チ） 

（１）本人確認書類の原本の送付を受けた上で，顧客等の住居に宛てて，取引関係文書を

転送不要書留郵便等により送付する方法 

（２）本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された本人確認情報（氏名，住

居及び生年月日の情報）の送信を受けた上で，顧客等の住居に宛てて，取引関係文書

を転送不要書留郵便等により送付する方法 

（３）本人確認書類の画像（氏名，住居及び生年月日並びに厚みその他の特徴を確認でき

るもの）の情報の送信を受けた上で，顧客等の住居に宛てて，取引関係文書を転送不

要書留郵便等により送付する方法 

 

２．本人確認書類の写しや補完書類により確認する次の方法（犯収法施行規則第６条第１

項第１号リ） 

（１）本人確認書類の写し２種類の送付を受けた上で，顧客等の住居に宛てて，取引関係

文書を転送不要書留郵便等により送付する方法 

（２）本人確認書類の写し及び補完書類（現在の住居の記載のあるもの）の送付を受けた



上で，顧客等の住居に宛てて，取引関係文書を転送不要書留郵便等により送付する方

法 

 

※上記１．（１）並びに２．（１）及び（２）（通常，遠隔地における非対面の取引）に

ついては，従来，「本人確認書類の原本又はその写しの送付を受けた上で，顧客等の

住居に宛てて，取引関係文書を書留郵便等により送付する方法」とされていたもの

で，この従来の方法が許容されるのは本人確認書類の原本の送付を受けた場合に限

られることになりました。 

  本改正によって，本人確認書類の写しの送付を受ける場合には，２種類の本人確

認書類の写しの送付を受けるか，本人確認書類の写し及び補完書類（現在の住居の

記載のあるもの）の送付を受けることになりますが，顧客等の住居に宛てて，取引

関係文書を書留郵便等により送付するといった二次的な措置については従来と同様

です。 

※本人限定受取郵便等による本人確認については，顧客等が当該郵便等を受け取る際

に，郵便局員等に対して写真付きの本人確認書類を提示する方法に限定されました

ので，ご留意ください（犯収法施行規則第６条第１項第１号ル）。 

※確認方法の例やイメージ図については，以下の Web サイトに掲載されておりますの

で，ご参照ください。 

＜金融庁＞ 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/20181130.html 

＜ＪＡＦＩＣ＞ 

 https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com_24.htm 

 

  

 

 

〔本件に関する問合せ先〕            

日本司法書士会連合会 事務局総務部総務第一課 

 


